
公布した規則一覧

令和５年
公布
番号

規則名

86 杉並区組織規則の一部を改正する規則

87
杉並区立保育所及び小規模保育事業所条例の一部を改正す
る条例の一部の施行期日を定める規則

88
杉並区立高齢者活動支援センター及びゆうゆう館条例施行
規則の一部を改正する規則

89
杉並区教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定に関す
る規則の一部を改正する規則

90
杉並区児童福祉法第24条第３項の規定による保育所等の利
用調整等に関する規則の一部を改正する規則

91
杉並区保育料等に関する条例施行規則の一部を改正する規
則

92 杉並区契約事務規則の一部を改正する規則

93 杉並区公契約条例施行規則の一部を改正する規則



杉並区組織規則の一部を改正する規則を公布する。

令和５年９月８日

杉並区長 岸 本 聡 子

杉並区規則第８６号

杉並区組織規則の一部を改正する規則

杉並区組織規則（昭和５０年杉並区規則第９号）の一部を次のように改正する。

別表第３子ども家庭部の部４の項中

「

を
杉並区立下高井戸児童館 杉並区下高井戸四丁

目１９番６号

」

削り、同部５の項中

「

を
杉並区立子ども・子育て 杉並区善福寺一丁目

プラザ善福寺 １８番９号

」

「

杉並区立子ども・子育て 杉並区善福寺一丁目

に
プラザ善福寺 １８番９号

杉並区立子ども・子育て 杉並区下高井戸四丁

プラザ下高井戸 目１９番６号

」

改める。

附 則

この規則は、令和５年９月１１日から施行する。



杉並区立保育所及び小規模保育事業所条例の一部を改正する条例の一部の施行期

日を定める規則を公布する。

令和５年９月１５日

杉並区長 岸 本 聡 子

杉並区規則第８７号

杉並区立保育所及び小規模保育事業所条例の一部を改正する条例の一部の施

行期日を定める規則

杉並区立保育所及び小規模保育事業所条例の一部を改正する条例（令和５年杉並

区条例第２７号）附則ただし書に規定する規定の施行期日は、令和５年１１月１日

とする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。



杉並区立高齢者活動支援センター及びゆうゆう館条例施行規則の一部を改正する

規則を公布する。

令和５年９月１５日

杉並区長 岸 本 聡 子

杉並区規則第８８号

杉並区立高齢者活動支援センター及びゆうゆう館条例施行規則の一部を改正

する規則

杉並区立高齢者活動支援センター及びゆうゆう館条例施行規則（昭和５８年杉並

区規則第１６号）の一部を次のように改正する。

第６条中「事項を」を「事項（指定管理者が条例第１１条第２号及び第３号に掲

げる業務を行わない場合にあつては、第２号に掲げる事項を除く。）を」に改め、

同条第３号を次のように改める。

(３) 管理の業務に係る経費の収支状況（指定管理者が条例第１７条第２項に規

定する利用料金の収受を行う場合にあつては、当該利用料金の収入状況その他

の管理の業務に係る経費の収支状況）

第７条中「管理の」を「同条第２号及び第３号に掲げる」に改める。

別表杉並区立ゆうゆう方南館の項を削る。

附 則

この規則は、令和５年１２月１５日から施行する。ただし、第６条及び第７条の

改正規定は、公布の日から施行する。



杉並区教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定に関する規則の一部を改正す

る規則を公布する。

令和５年９月２７日

杉並区長 岸 本 聡 子

杉並区規則第８９号

杉並区教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定に関する規則の一部を改

正する規則

杉並区教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定に関する規則（平成２６年杉

並区規則第８７号）の一部を次のように改正する。

第３条第２項第１号中「効力発生日」の次に「又は認定起算日」を加える。

第５条第１項に次のただし書を加える。

ただし、区長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

第８条第２項を次のように改める。

２ 府令第８条第６号及び第１２号に規定する区が定める期間は、次の各号の区分

に応じ、当該各号に定める期間とする。

(１) 小学校就学前子どもの保護者のいずれもが府令第１条の５第９号に掲げる

事由に該当する場合（当該小学校就学前子どもの保護者が１人である場合を除

く。） 効力発生日から当該育児休業に係る子どもが満２歳に達する日の属す

る月の末日までの期間又は当該育児休業を終了する日の属する月の末日までの

期間のいずれか短い期間

(２) 前号に掲げる場合以外の場合 効力発生日から当該育児休業に係る子ども

が満２歳に達する日の属する年度の末日までの期間又は当該育児休業を終了す

る日の属する月の末日までの期間のいずれか短い期間

第８条第５項第１号を次のように改める。

(１) 小学校就学前子どもの保護者のいずれもが府令第１条の５第９号に掲げる

事由に該当する場合（当該小学校就学前子どもの保護者が１人である場合を除

く。） 認定起算日から当該育児休業に係る子どもが満２歳に達する日の属す

る月の末日までの期間又は当該育児休業を終了する日の属する月の末日までの



期間のいずれか短い期間

第８条第５項第４号を同項第５号とし、同項第３号中「効力発生日」を「認定起

算日」に改め、同号を同項第４号とし、同項第２号中「効力発生日」を「認定起算

日」に改め、同号を同項第３号とし、同項第１号の次に次の１号を加える。

(２) 府令第１条の５第９号に掲げる事由に該当する場合（前号に掲げる場合を

除く。） 認定起算日から当該育児休業に係る子どもが満２歳に達する日の属

する年度の末日までの期間又は当該育児休業を終了する日の属する月の末日ま

での期間のいずれか短い期間

附 則

この規則は、令和５年１０月１日から施行する。



杉並区児童福祉法第２４条第３項の規定による保育所等の利用調整等に関する規

則の一部を改正する規則を公布する。

令和５年９月２７日

杉並区長 岸 本 聡 子

杉並区規則第９０号

杉並区児童福祉法第２４条第３項の規定による保育所等の利用調整等に関す

る規則の一部を改正する規則

杉並区児童福祉法第２４条第３項の規定による保育所等の利用調整等に関する規

則（平成２６年杉並区規則第８８号）の一部を次のように改正する。

附則別表中４の項を削り、５の項を４の項とし、６の項から８の項までを１項ず

つ繰り上げる。

別表第１（１）の１の項中「居宅外就労」を「就労」に、「から３の項まで」を

「及び２の項」に改め、同表（１）中２の項を削り、３の項を２の項とし、４の項

から１０の項までを１項ずつ繰り上げ、１１の項の前に次のように加える。

１０ 就学・ 月２０日以上の就学（通 週４０時間以上又は月１６０時間以上の ２０

職業訓 信教育によるもの（区長 就学又は職業訓練の受講（休憩を含む。

練 が保育所等における保育 以下この項及び１１の項において「就学

が必要と認める場合を除 等」という。）を常態とする場合

く。）を除く。以下同

じ。）又は職業訓練（通

信制によるもの（区長が

保育所等における保育が

必要と認める場合を除

く。）を除く。以下同

じ。）

月１６日以上の就学又は 週３２時間以上又は月１２８時間以上の １８

職業訓練 就学等を常態とする場合

月１２日以上の就学又は 週２４時間以上又は月９６時間以上の就 １６

職業訓練 学等を常態とする場合

週２０時間以上又は月８０時間以上の就 １４

学等を常態とする場合

週１６時間以上又は月６４時間以上の就 １２

学等を常態とする場合

週１２時間以上又は月４８時間以上の就 １０

学等を常態とする場合



就学期間が６箇月以上である専修学校、大学若しくは大学院（卒業が １８

国家資格取得の要件又は国家資格取得試験の受験資格となるものに限

る。以下「専修学校等」という。）に就学し、又は訓練期間が６箇月

以上である職業訓練を受けている場合

就学期間が６箇月未満である専修学校等に就学し、又は訓練期間が６ １５

箇月未満である職業訓練を受けている場合

その他大学又は大学院に就学している場合 １２

その他就学している場合 ８

別表第１（１）の１１の項を次のように改める。

１１ 就学・ 月２０日以上の就学又は 週４０時間以上又は月１６０時間以上の １６

職業訓 職業訓練の予定 就学又は職業訓練の受講を常態とする場

練の予 合

定

月１６日以上の就学又は 週３２時間以上又は月１２８時間以上の １５

職業訓練の予定 就学等を常態とする場合

月１２日以上の就学又は 週２４時間以上又は月９６時間以上の就 １４

職業訓練の予定 学等を常態とする場合

週２０時間以上又は月８０時間以上の就 １２

学等を常態とする場合

週１６時間以上又は月６４時間以上の就 １０

学等を常態とする場合

週１２時間以上又は月４８時間以上の就 ８

学等を常態とする場合

就学期間が６箇月以上である専修学校等に就学し、又は訓練期間が６ １４

箇月以上である職業訓練を受ける予定の場合

就学期間が６箇月未満である専修学校等に就学し、又は訓練期間が６ １２

箇月未満である職業訓練を受ける予定の場合

その他大学又は大学院に就学する予定の場合 １０

その他就学する予定の場合 ７

別表第１（１）備考１に次のただし書を加える。

ただし、申込みの日において、現に就労せず、若しくは就学せず、又は

職業訓練を受けていない場合にあっては、この表の２の項又は１１の項の

規定を適用し、この表の１の項又は１０の項の規定は、適用しない。

別表第１（２）の１の項中「府令」を「子ども・子育て支援法施行規則（平成２

６年内閣府令第４４号。以下「府令」という。）」に改め、同表（２）の１５の項

を次のように改める。



１５ 申込みの日現在、保護者（教育・保育給付認定に ０歳児に係る ４

係る事由が府令第１条の５第１号に掲げる事由で 保育の利用の

ある者に限る。）のいずれもが育児休業、介護休 申込み

業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関す

る法律（平成３年法律第７６号）、国家公務員の １歳児及び２ ２

育児休業等に関する法律（平成３年法律第１０９ 歳児に係る保

号）、地方公務員の育児休業等に関する法律（平 育の利用の申

成３年法律第１１０号）その他の法令に基づく育 込み

児休業の対象とならない者として区長が認める者

である場合（０歳児から２歳児までに係る保育の

利用の申込みの場合に限る。）

附 則

１ この規則は、令和５年１０月１日から施行する。

２ 改正後の附則別表、別表第１及び別表第２の規定は、令和６年４月１日以後の

保育の利用に係る改正後の第１条に規定する利用調整から適用し、同年３月３１

日以前の保育の利用に係る改正前の第１条に規定する利用調整については、なお

従前の例による。



杉並区保育料等に関する条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。

令和５年９月２７日

杉並区長 岸 本 聡 子

杉並区規則第９１号

杉並区保育料等に関する条例施行規則の一部を改正する規則

杉並区保育料等に関する条例施行規則（平成２７年杉並区規則第４４号）の一部

を次のように改正する。

第３条第１項中「特定被監護者等（」、「をいう。以下同じ。）」及び「１人」

を削り、「の額は、条例第３条第２項第２号の規定により算定される額に０．５を

乗じて得た額」を「は、無料」に改め、同条第２項及び第３項を削る。

別表第２備考３中「第３条第１項の規定の適用を受ける場合にあってはこの表の

条件番号５の規定、」を削り、「この表の条件番号６」を「、この表の条件番号

６」に改める。

附 則

１ この規則は、令和５年１０月１日から施行する。

２ 改正後の第３条及び別表第２の規定は、令和５年１０月以後の月分の保育料に

ついて適用し、同年９月以前の月分の保育料については、なお従前の例による。



杉並区契約事務規則の一部を改正する規則を公布する。

令和５年９月２９日

杉並区長 岸 本 聡 子

杉並区規則第９２号

杉並区契約事務規則の一部を改正する規則

杉並区契約事務規則（昭和３９年杉並区規則第１９号）の一部を次のように改正

する。

第２９条第１項中「１０分の９から１０分の７まで」を「１００分の９２から１

００分の７５まで」に改める。

附 則

この規則は、令和５年１０月１日から施行する。



杉並区公契約条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。

令和５年９月２９日

杉並区長 岸 本 聡 子

杉並区規則第９３号

杉並区公契約条例施行規則の一部を改正する規則

杉並区公契約条例施行規則（令和２年杉並区規則第６１号）の一部を次のように

改正する。

第３条中第８号を第１１号とし、第７号を第８号とし、同号の次に次の２号を加

える。

(９) 学童クラブ運営業務に関する契約

(１０) 放課後等居場所事業運営業務に関する契約

第３条第６号の次に次の１号を加える。

(７) 放置自転車撤去移送業務に関する契約

附 則

この規則は、令和６年４月１日から施行する。
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